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１、本規程の目的

本規程は、2008年７月に「サービス産業生産性協議会」により策定された「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」が要求する「確実な本人確認と独身照明について」への適合を証明するために作成します。　　　

　

２、本人確認の方法 

当社は、契約希望者が本人である旨を確認するために、公的な証明書を用いて、氏名・住所・生年月日を確認します。公的な証明書としては、健康保険証、運転免許証、年金手帳、旅券、住民票の写しなど、契約希望者が提出を希望するいずれかの証明書を用いて確認し、その写しを記録として保管します。 

なお、証明書の提出の際には、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情報は抹消して提出させます。 
３、独身証明の方法 

当社は、契約希望者に、独身である旨を証明する書面の提出を求め、その写しを記録として保管します。独身である旨を確認する書面は「独身証明（市町村長が発行する証明であって、民法の規定による重婚の禁止に抵触しない旨の証明）」とし、戸籍謄本・抄本の提出を契約条件にはしません。但し、事業者が独身証明書の提出を契約条件としているにも関わらず、契約希望者が戸籍謄本・抄本の提出を希望する場合は、本人が独身であることを証明する部分以外の情報は抹消するとともに、自主的に提出を希望した旨を書面により確認し、記録として保管します。 

また、独身証明が取得できない事情がある場合は、独身証明に準ずる公的書類によって独身であることを担保します。なお、住民票の写しや運転免許証、パスポート等は独身であることが担保されないので不可とします。

＊外国籍の方の独身証明　　　

入会者が外国籍の場合は、独身証明書に準ずる公的証明書として、「婚姻要件具備証明書」、「婚姻関係証明書」、「戸口簿（写し）」など、各国政府が発行する公的書類の提出を義務付け、原本又はその写しを記録として保管します。

４、各種証明書類の取得と保管 

当社は、最終学歴、職業については、卒業証明書や在職証明書または収入証明書等の写しを取得し、保管します。 

資格や免許を要する職業の場合は、その証明書の写しを取得し、保管します。 

なお、証明書の提出の際には、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情報は抹消して提出させます。 

５、本人確認情報の開示範囲と制限 

当社は、本人確認時に入手した情報については、紹介相手方に開示する情報の範囲について説明を行い、本人の許可なく紹介相手などに開示しません。また出身地等の情報開示は都道府県までとします。 

６、プロフィール情報の維持・管理 

契約後に契約者のプロフィール（職業や収入など）に重大な変更があった場合は、それを告知することを契約者に義務づけ、それが判明次第迅速に訂正します。 
７、改廃
　本規程の改廃は、運営管理責任者が立案し取締役会（代表者）で決定します。
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